
つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納に関する規則 

 

令和７年３月１９日 

規 則 第 ３ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、つがる西北五広域連合一般廃棄物処理施設設置条例（令和６年つが

る西北五広域連合条例第８号。以下「条例」という。）第４条第２項ただし書に規定する

後納の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）手数料 条例第３条第１項に定める一般廃棄物のうち、可燃ごみに係る手数料をい

う。 

（２）２市２町 五所川原市、つがる市、鶴田町及び中泊町をいう。 

（３）許可業者 ２市２町から廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137

号）第７条第１項の許可を受けた者をいう。 

（対象者） 

第３条 後納により手数料を納付することができる者は、次に掲げるものとする。 

（１）許可業者 

（２）２市２町に所在する国の機関及び地方公共団体 

（後納の申請等） 

第４条 手数料の後納を申請する者（以下「申請者」という。）は、可燃ごみ処理手数料後

納申請書兼誓約書（様式第１号）に次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に

定める書類を添付し、申請するものとする。この場合において、許可業者が申請すると

きは、連帯保証人を１名立てるものとする。 

（１）許可業者  

ア ２市２町から交付された一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

イ 連帯保証人の直近１年の収入証明書、印鑑証明書及び申請者と連帯保証人の親族

（申請者と世帯及び生計を異とする者）関係が分かる戸籍全部事項証明書 

（２）２市２町に所在する国の機関及び地方公共団体 

   事業所が２市２町に設置されていることを証明する条例等の写し 

２ 前項で定める連帯保証人の範囲は、申請者の３親等以内の親族とし、申請者が法人の

場合は、その代表者とする。 

３ 連帯保証人が広域連合に対して負担する手数料の額の極度額は、手数料の２か月分に

相当する額とする。 

４ 広域連合長は、第１項で定める申請に必要な書類を受理した場合は、その内容を審査

し、後納を承認するときは可燃ごみ処理手数料後納承認通知書（様式第２号）を、後納

を承認しないときは可燃ごみ処理手数料後納不承認通知書（様式第３号）により申請者

に通知するものとする。 

（後納の承認期間） 



第５条 前条第４項に規定する後納に係る承認の期間は、承認を受けた日から当該年度の末

日までとする。 

（納入通知等） 

第６条 広域連合長は、第４条第４項の承認を受けた者（以下「承認事業者」という。）に対

し可燃ごみの搬入があった月の手数料を集計し、納付する金額を通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた承認事業者は、手数料の請求があった月の翌月の末日までに納付

しなければならない。ただし、末日が金融機関の休日に該当する場合には、直前の営業

日を納入期限とする。 

（承認の取消し） 

第７条 広域連合長は、承認事業者が次のいずれかに該当した場合は、後納の承認を取消

すものとする。 

（１）前条第２項に定める納入期限までに手数料を納付しなかったとき。 

（２）２市２町から一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたとき。 

（３）承認事業者の業務の全部を廃止したとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要であると認めたとき。 

２ 広域連合長は、前項の規定により承認の取消しを命ずるときは、可燃ごみ処理手数料

後納承認取消通知書（様式第４号）により行うものとする。 

 （手数料の督促） 

第８条 承認事業者が第６条第２項に定める期間内に手数料を納付しない場合において、広

域連合長は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 231条の３第１項及びつがる西北五

広域連合税外収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例（令和７年つがる西北五広域連合

条例第 号）第２条の規定により、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。 

（申請内容の変更） 

第９条 承認事業者は、第４条第１項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、可

燃ごみ処理手数料後納申請変更届（様式第５号）により、広域連合長に届け出なければな

らない。この場合において、届出の際は、第４条第１項で定める書類のうち、変更箇所が

分かる書類を添付するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の施行前においても、第４条第１項の規定により、その申請を行うことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

可燃ごみ処理手数料後納申請書兼誓約書 

 

年  月  日 

 

つがる西北五広域連合長  

 

                申請者 住所（所在地） 

                    名称 

 代表者氏名              ㊞ 

電話番号 

                   ※納付書送付先が申請者と異なる場合 

                    住所 

 

 

 可燃ごみ処理手数料の納入について、つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納

に関する規則第４条第１項の規定に基づき、添付書類を添えて後納を申請します。 

 

 

手数料後納承認申請期間 年  月  日から    年  月  日まで 

可燃ごみ搬入施設名  

次の事項を固く履行することを誓約いたします。 

１ 貴広域連合が定めた納入期限までに所定の金融機関へ手数料を納付すること。 

２ 手数料を納入期限までに納付しない場合は、手数料の後納の承認を取り消されても異

議を申し立てないこと。 

３ ２市２町から交付された一般廃棄物収集運搬許可証の許可期間が更新されたときは、

その写しを提出すること。 

 

 

 

【以降、申請者が許可業者のみ記入】 

 上記の申請者が本誓約書に違背し、貴広域連合に損害を与えたときは、連帯して一切の

責任を負います。 

連帯保証人 住所 

                    氏名                実印 



                    電話番号 

 

 

備 考 

 添付する書類は、３か月以内に交付を受けたものに限る。 

 

様式第２号（第４条関係） 

年  月  日 

 

              様 

 

 

                    つがる西北五広域連合 

広域連合長 

 

 

 

可燃ごみ処理手数料後納承認通知書 

 

     年   月   日付けで申請のあった可燃ごみ処理手数料の後納について、

つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納に関する規則第４条第４項の規定により

承認することに決定しましたので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 手数料後納承認期間     年  月  日から     年  月  日まで 

２ 可燃ごみ搬入施設名  

３ 承認の取消しをする項目 

（１）つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納に関する規則第６条第２項に定め

る納入期限までに手数料を納付しなかったとき。 

（２）２市２町から一般廃棄物収集運搬業の許可を取消されたとき。 

（３）承認事業者の業務の全部を廃止したとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要であると認めたとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

様式第３号（第４条関係） 

年  月  日 

 

              様 

 

 

                    つがる西北五広域連合 

広域連合長 

 

 

 

可燃ごみ処理手数料後納不承認通知書 

 

     年   月   日付けで申請のあった可燃ごみ処理手数料の後納について、

つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納に関する規則第４条第４項の規定により

承認しないことに決定しましたので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 不承認理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

様式第４号（第７条関係） 

年  月  日 

 

              様 

 

 

                    つがる西北五広域連合 

広域連合長 

 

 

 

可燃ごみ処理手数料後納承認取消通知書 

 

     年   月   日付けで承認した可燃ごみ処理手数料の後納について、下記

の理由により取消しますので、つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納に関する

規則第７条第２項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

取消し理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

様式第５号（第９条関係） 
年  月  日 

 
つがる西北五広域連合長  

 

                申請者 住所（所在地） 

                    名称 

 代表者氏名              ㊞ 

電話番号 

 
 

可燃ごみ処理手数料後納申請変更届 
 
     年   月   日付けで承認された可燃ごみ処理手数料の後納について、申
請の内容を変更したいので、つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納に関する規

則第９条の規定により届け出ます。 

 

申請内容の変更 

変更事項（丸で囲む） 住所・代表者氏名・電話番号・その他（         ） 

変更前  

変更後  

変更年月日  

 

連帯保証人の変更 

 変更後の連帯保証人は、変更前の連帯保証人が広域連合に対して負担している保証債務
（可燃ごみ処理手数料未納期間２か月分に相当する手数料の額を極度額とする。）を引き
受けます。 

変更前 
住所 
氏名 

電話番号 

 

変更後 

住所 
氏名 

電話番号 

  
 

                      実印 



変更年月日  

 
 
 

備 考 

 添付する書類は、３か月以内に交付を受けたものに限る。 

 


